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眺望軸となっている主な幹線道路 

鉄道 

安曇野市サイクリングコース 

長野県一周サイクリング Japan Alps Cycling Road 

景観づくり住民協定の締結地区及び路線 

主要な眺望点 

良好な眺望が連続して展開する主要な眺望軸等 
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３つの取り組みについて、それぞれの趣旨とその内容を定めるうえでの基本的

な考え方を以下に整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 守るべき約束事を定める 

新たな居住者を見込んでいる本市においては、新たにつくる建物や工作物が安曇

野の景観に調和し、時代の変化やニーズにも柔軟に対応しながら良好な景観づくり

につながるものにする必要があります。この点を踏まえて、市内全ての建築物等の

建築や維持管理を対象に、これだけは守りたいと考えられる基本的な約束事となる

一定の行為制限を定めます。 

また、社会状況等の変化に応じて、この約束事の見直しも検討していきます。 

 

● みんなで約束事を守る 

みんなに約束事を守ってもらうためには、これを担保する制度を含め、それらの

存在や内容を広く知らしめるとともに、ルールや制度によって安曇野の景観が良好

な状態に保たれていることを伝える取り組みが必要不可欠です。この取り組みを継

続･強化することで、ルール遵守への理解を促し、モラルとしての共有を目指します。 

 

 

<<取取りり組組みみ１１>>  景景観観づづくくりりのの約約束束事事をを定定めめてて守守るる  
 

安曇野の景観から生まれる心地よさを乱さないために、安曇野の景観づくりに必要

な基本原則として守るべき約束事を定めます。また、この約束事をみんなで守るため、

市民や事業者等への周知・理解を促す取り組みを進めます。 

 コラム② 基準の適用対象範囲及び行為のイメージ 
   広い←                対象範囲                →狭い 

 
  行政区域全域 特定の地域 

少
な
い←

 
 

対
象
建
築
物 

 
→

多
い 

特
定
の
建
築
物 

Ａタイプ：推奨･規制に適している。 
〈よい点〉 
・守られやすい。 
・管理しやすい。 
 
〈課 題〉 
・特定の建築物以外に対する内容が薄くなる。 
 

Ｃタイプ：規制に適している。 
〈よい点〉 

・守られやすい。 
・管理しやすい。 
・細かく規定できる。 
・対象建築物の所有者の意識が高くなる。 

〈課 題〉 
・特定の建築物以外に対する内容が薄くなる。 

全
て
の
建
築
物 

Ｂタイプ：推奨に適している。 
〈よい点〉 
・まちの全体像を示せる。 
 
〈課 題〉 
・計画内容が希薄になりやすい。 
・管理が難しい。 
 

Ｄタイプ：推奨･規制に適している。 
〈よい点〉 
・モデル地区になる。 
・地域住民の意識が高くなる。 
 
〈課 題〉 
・計画に対する同意を得るのが難しい。 
・管理が難しい。 

 
安曇野市の目指す水準 

Ｂタイプで計画内容をより

濃くしていくイメージです。 
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((２２))  届届出出対対象象行行為為 

景観計画区域内において、景観法第 16 条第１項の規定による届出を要する行為

は、下表のとおりとします。このうち、景観法第 17 条第１項に規定する特定届出

対象行為は、建築物及び工作物の区分に該当する行為とします。 

ただし、景観法第 16 条第７項に規定する適用除外行為については、この限りで

はありません。 

表 景観条例に基づく届出対象行為一覧 
行為の種類 行為の規模 

建築物 

新築 床面積 10㎡超 

増築･改築･移転 床面積 10㎡超 

外観変更 
（修繕･模様替え 
･色彩の変更※３） 

変更面積 25 ㎡超 

工
作
物 

①プラント類、車庫、 
貯蔵･処理施設類 

新設･増築･ 
改築･移転 

高さ 10m 超 又は 

築造面積 20 ㎡超 

②電気供給等施設等※１ 高さ 8ｍ超 

③その他の工作物※２ 高さ 5m 超 

上記①～③共通 
外観変更 

（修繕･模様替え 
･色彩の変更※３） 

変更面積 25 ㎡超 

土地の開墾、土砂の採取、鉱物の掘採 
その他の土地の形質の変更 

面積 300 ㎡超 又は 

生じる法面※４･擁壁の 

高さが 1.5m 超 

屋外における土石、廃棄物、再生資源 
その他の物件の堆積 

面積 100 ㎡超 又は 

堆積の高さが 3m超 
※１：建築確認が不要となる電柱、鉄塔などは除く。 

※２：垣･柵･塀類、高架水槽類、煙突類、装飾塔･物見塔類、鉄筋コンクリート柱･鉄柱･木柱類など上表①、

②を除く工作物（建築確認が不要となる電柱、鉄塔などは除く。） 

※３：屋根及び外壁の塗装を含む。なお、既存と同一の色彩で塗り替える場合も含む。 

※４：切土や盛土によってつくられる人工的な地盤又は斜面 

 
((３３))  景景観観づづくくりり基基本本基基準準 

前項の届出を要する行為については、別紙１に定める景観づくりの基準（山岳エ

リアにあっては、中部山岳国立公園の管理計画に定められた基準）を遵守するもの

とします。ただし、景観づくり重点地区にあっては、別紙１に代えて、又は加えて、

地区ごとに定めた独自の基準（別紙３）も遵守するものとします。 

また、国の機関又は地方公共団体が行う行為については、別紙１及び別紙３のほ

か、別紙２に定める「公共事業における景観づくりの指針」を遵守するものとしま

す。 
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２２  方方策策のの実実施施にに関関すするる体体制制･･ししくくみみ           
 

((１１))  計計画画のの推推進進体体制制 

○市民、事業者、行政など各主体間の協働の取り組みによって景観づくりを進

めることを基本に据えて、計画の推進を図ります。 

○景観づくりに関わる開発などの行為に求められる手続きの運用や良好な景

観づくりに取り組む各種団体等の活動を通じて、各主体間が相互に連携を深

めながら、景観づくりの取り組みを展開していきます。 

※１ 景観審議会（景観条例第 33 条第１項） 
○市長の諮問する景観づくりに関する重
要な事項注）の調査審議を行います。 

 注）重要な事項の例 

・景観計画の変更  

・景観づくり重点地区の指定 

・景観重要建造物の指定 

・景観重要樹木の指定 

・景観重要眺望点の指定 

・景観重要公共施設の指定 など 
○計画の進行管理、計画に基づく具体的
施策への提言を行います。 

※２ 景観協議会（景観法第 15 条） 
○景観づくりにおいて、関係する複数の
組織が、特定の目的に沿って横断的に
協議する場合に、必要に応じて設置し

 
 

※３ 景観整備機構（景観法第 92 条） 
○景観づくりに関する調査研究、市民や
事業者への情報提供、技術者の派遣な
どを行います。 

○景観重要樹木や景観重要公共施設、景
観重要眺望点などの管理などを行いま
す。 

※４ 景観アドバイザー（景観条例第34条） 
○届出を要する行為を審査する際に、建
築、土木、造園、色彩などに関して、
技術的な課題が生じた場合などに、行
政の相談に応じ、解決策の提案その他
アドバイスを行う役割を担います。 

○市や景観づくりに関する活動を進める
市内の各種団体が講演会や講習会を開
催する際の講師などとして派遣しま

 
 

景景観観審審議議会会  
 

安安曇曇野野市市  

 
 

景景観観整整備備機機構構  
・長野県建築士会 

 
 
 

景景観観  
アアドドババイイザザーー 
・景観の研究者 
・建築や造園など 

各分野の専門家 

 

 
 
 

 

景景観観づづくくりりにに関関わわるる各各種種活活動動組組織織  
・景観づくり住民協定 ・景観づくり市民団体 
・安曇野市観光協会  ・安曇野市商工会 
・安曇野環境市民ネットワーク 
・NPO 法人安曇野ふるさとづくり応援団 
・その他各種活動組織 等 

長長野野県県そそのの他他公公共共団団体体  

景
観
協
議
会

景
観
協
議
会  

※１ 

図 計画の推進体制 

※２ 

 

※４ 

 

 

市市民民･･地地域域  
・設計･施工の依頼 
・景観づくりの活動へ
の参加 

・事業に対する意見 
 

 

 

 

事事業業者者ななどど  
・事業実施に際しての

届出 
・景観づくりに対する

土地所有者、事業者、
設計者、施工者など
の理解･協力 
 

 

※３ 
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別紙１-1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(１) 高さ･規模 

 基準内容 

ま
ち
な
か 

(ア)北アルプスへの眺望をできるだけ阻害しない規模、建築物などと敷地の釣り合いのとれ
た高さとする。 

(イ)高さは、まち並みの連続性に配慮するとともに、高層の場合、圧迫感を生じないよう努
めること。 

 

田 

園 

(ア)北アルプスへの眺望をできるだけ阻害しない規模、建築物などと敷地の釣り合いのとれ
た高さとすること。 

(イ)高さは、原則として、屋敷林などの周囲の樹林の高さ以内に止めること。周囲の樹高以
上となる場合は、北アルプスや周囲の景観との調和に特に配慮すること。 

(ウ)良好な眺望景観を阻害しないよう、建築物などの高さや規模に応じ、視点からの距離や
立ち位置による見え方の違いを考慮すること。特に、沿道から北アルプスを望む西側の景
観に配慮すること。 

 

山
麓･

山
間
部 

(ア)周囲の景観から著しく突出した印象を与えないような規模、建築物などと敷地の釣り合
いのとれた高さとすること。 

(イ)高さは、原則として、周囲の樹林の高さ以内に止めること。周囲の樹高以上になる場合
は周囲の景観との調和に特に配慮すること。 

 

全
市
共
通 

(ア)建築物などの高さは、最高でも30ｍを超えないものとすること。ただし、都市計画法第
９条第11項に基づく工業地域、同条第12項に基づく工業専用地域及び安曇野市土地利用基
本計画に基づく産業集積地にあっては、この限りでない。 

 

※ 高さは、地盤面からの高さとし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔及び屋窓その他これらに類する建築物

の屋上部分、建築物の屋上に設置される太陽光発電設備等の建築設備並びに棟飾及び防火壁の屋上突出部そ

の他これらに類する屋上突出物（避雷針、アンテナ等の軽微な建築設備を除く。）を算入する。 

 

 



別紙１-2 

 

(２) 色彩･照明 

 基準内容 備考 

ま
ち
な
か 

(ア)けばけばしい色彩とせず、周囲の景観と調和した色調とす
ること。 

(イ)多色使い、強調色の使用に際しては、使用する色彩相互の
調和、使用する量のバランスに十分配慮すること。 

(ウ)建物の外構で照明を行う場合は、周囲の環境に留意するこ
と。 

(エ)光源で動きのあるものは、周囲の景観との調和に留意する
こと。 

 

外壁及び屋根の基調色と
して用いることができる
色彩は、以下に示すマンセ
ル値の範囲内とする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 基調色とは、屋根や外壁の
多くの面積を占める色彩と
する。 

 

※ 強調色（外壁のアクセント
として使用する色で、各面の
立面積の1/10以下、屋根色は
除く）、本地域の伝統的な色
彩、非着色の素材色（木材、
れんが、土壁、漆喰、金属板、
スレート、ガラス、など）は、
適用除外とする。 

田 

園 

(ア)けばけばしい色彩とせず、できるだけ落ち着いた色彩を基
調とし、周囲の景観と調和した色調とすること。特に、緑
色、青色、紫色、桃色系は、地域の景観との調和が図りに
くいので、彩度が低い場合でも使用にあたっては十分留意
すること。 

(イ)使用する色数を少なくするように努めること。 
(ウ)建物の外構で照明を行う場合は、周囲の環境に留意するこ

と。 
(エ)光源を用いるものは、光源が白色系で、動光又は点滅を伴

わないものとすること。 
 

山
麓･

山
間
部 

(ア)けばけばしい色彩とせず、できるだけ落ち着いた色彩を基
調とし、周囲の景観と調和した色調とすること。 

(イ)使用する色数を少なくするよう努めること。 
(ウ)建物の外構で照明を行う場合は、周囲の環境に留意するこ
と。 

(エ)光源を用いるものは、光源が白色系で、動光又は点滅を伴
わないものとすること。 

 
 

①外壁の基調色 
色相 彩度 

R、YR ６以下 
Y、GY、RP ４以下 
その他 ３以下 
※明度の制限はなし。 

 

②屋根の基調色 
色相 彩度 

R、YR ８以下 
5Y、10RP ６以下 
その他 ４以下 
※明度は８以下とする。 

 



別紙１-3 

 

 

 

対照表の見方 

 
-90 9 -90 9 -90 9
-80 8 -80 8 -80 8
-70 7 -70 7 -70 7
-60 6 -60 6 -60 6
-50 5 -50 5 -50 5
-40 4 -40 4 -40 4
-30 3 -30 3 -30 3
-20 2 -20 2 -20 2
-10 1 -10 1 -10 1

N 1 2 3 4 6 8 10 12 14 N 1 2 3 4 6 8 10 12 N 1 2 3 4 6 8
N B D F H L P T V X N B D F H L P T V N B D F H L P

-90 9 -90 9 -90 9
-80 8 -80 8 -80 8
-70 7 -70 7 -70 7
-60 6 -60 6 -60 6
-50 5 -50 5 -50 5
-40 4 -40 4 -40 4
-30 3 -30 3 -30 3
-20 2 -20 2 -20 2
-10 1 -10 1 -10 1

N 1 2 3 4 6 8 10 12 14 N 1 2 3 4 6 8 10 N 1 2 3 4 6 8 10
N B D F H L P T V X N B D F H L P T N B D F H L P T

-90 9 -90 9 -90 9 -90 9
-80 8 -80 8 -80 8 -80 8
-70 7 -70 7 -70 7 -70 7
-60 6 -60 6 -60 6 -60 6
-50 5 -50 5 -50 5 -50 5
-40 4 -40 4 -40 4 -40 4
-30 3 -30 3 -30 3 -30 3
-20 2 -20 2 -20 2 -20 2
-10 1 -10 1 -10 1 -10 1

N 1 2 3 4 6 8 10 12 14 N 1 2 3 4 6 8 10 N 1 2 3 4 6 8 10 12 N 1 2 3 4 6 8 10 12
N B D F H L P T V X N B D F H L P T N B D F H L P T V N B D F H L P T V

-90 9 -90 9 -90 9 -90 9
-80 8 -80 8 -80 8 -80 8
-70 7 -70 7 -70 7 -70 7
-60 6 -60 6 -60 6 -60 6
-50 5 -50 5 -50 5 -50 5
-40 4 -40 4 -40 4 -40 4
-30 3 -30 3 -30 3 -30 3
-20 2 -20 2 -20 2 -20 2
-10 1 -10 1 -10 1 -10 1

N 1 2 3 4 6 8 10 12 N 1 2 3 4 6 8 10 N 1 2 3 4 6 8 10 N 1 2 3 4 6 8 10 12
N B D F H L P T V N B D F H L P T N B D F H L P T N B D F H L P T V

黄赤（10YR･19） 緑（10G･49） 青紫（10PB･79） 赤紫（10RP･99）

黄赤（5YR･15） 緑（5G･45） 青紫（5PB･75） 赤紫（5RP･95）

赤（5R･05） 黄緑（5GY･35） 青（5B･65）

赤（10R･09） 黄緑（10GY･39） 青（10B･69）

-90 9 -90 9 -90 9
-80 8 -80 8 -80 8
-70 7 -70 7 -70 7
-60 6 -60 6 -60 6
-50 5 -50 5 -50 5
-40 4 -40 4 -40 4
-30 3 -30 3 -30 3
-20 2 -20 2 -20 2
-10 1 -10 1 -10 1

N 1 2 3 4 6 8 10 12 14 N 1 2 3 4 6 8 N 1 2 3 4 6 8 10
N B D F H L P T V X N B D F H L P N B D F H L P T

-90 9 -90 9 -90 9
-80 8 -80 8 -80 8
-70 7 -70 7 -70 7
-60 6 -60 6 -60 6
-50 5 -50 5 -50 5
-40 4 -40 4 -40 4
-30 3 -30 3 -30 3
-20 2 -20 2 -20 2
-10 1 -10 1 -10 1

N 1 2 3 4 6 8 10 12 N 1 2 3 4 6 8 N 1 2 3 4 6 8 10
N B D F H L P T V N B D F H L P N B D F H L P T

黄（10Y･29） 青緑（10BG･59） 紫（10P･89）

黄（5Y･25） 青緑（5BG･55） 青紫（5P･85） 無彩色（N）

明
度 

彩度 

上段：マンセル値 
下段：日本塗料工業会色票番号 

右
列:

マ
ン
セ
ル
値 

左
列:

日
本
塗
料
工
業
会
色
票
番
号 

色相（マンセル値･日本塗料工業会色表票番号※）

<日本塗料工業会色票番号への変換例> 

マンセル値      色表番号     

5R   3 ／ 8 ⇒ 05 －30 P  

色相  明度  彩度      色相  明度 彩度 

-95
-90
-85
-80
-75
-70
-65
-60
-55
-50
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10 1.0

3.0
2.5
2.0
1.5

7.5
7.0

9.5
9.0
8.5
8.0

6.0
6.5

3.5

5.5
5.0
4.5
4.0
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(３) 形態･意匠･材料 
 基準内容 

ま
ち
な
か 

(ア)周囲の建築物などとの連続性に配慮し、まち並みと調和した形態にするとともに、全体
としてまとまりのある形態とすること。 

(イ)建築物などの上部及び正面のデザインに特に留意すること。 
(ウ)壁面などは、大規模な平滑面が生じないよう、陰影などの処理に配慮すること。 
(エ)周囲の建築物などに比べて規模が大きい場合には、屋根、壁面、開口部などの意匠の工

夫により、圧迫感や威圧感を軽減し、周囲の景観との調和を図ること。 
(オ)河川、鉄道及び道路に面する壁面などは、公共性の高い部分として、デザインなどに配

慮すること。 
(カ)屋上の設備は、壁面やルーバーなどで覆い、外部から見えにくいよう配慮すること。 
(キ)屋外階段、ベランダ、パイプ類などの付帯設備や付帯の広告物などは、煩雑な印象を与

えないよう、デザインに配慮し、建築物などとの調和を図ること。 
(ク)耐久性も考慮し、周囲の景観や地域の景観になじむ材料を用いること。 
(ケ)反射光のある素材（太陽電池セル等を含む。以下同じ。）を使用する場合は周囲との調

和に十分配慮すること。 

田 

園 

(ア)眺望景観の背景となる北アルプスの山並みや周囲の建築物などと調和した形態である
とともに、全体としてまとまりのある形態とすること。 

(イ)屋根の形状は、背景の山並みや周囲の建築物の屋根形状との調和に努めること。勾配屋
根の場合には、庇や適度な軒の出をつくるなど、地域の景観になじむよう努めること。 

(ウ)壁面などは、大規模な平滑面が生じないよう、陰影などの処理に配慮すること。また、
装飾や窓枠の強調などにより、壁面が過度に目立つことがないよう配慮すること。 

(エ)周囲に伝統的な様式を持つ建築物が多い場合には、その様式を継承し、または、その様
式の要素を取り入れた意匠とするよう努めること。 

(オ)周囲の建築物などに比べて、規模が大きい場合には、屋根、壁面、開口部などの意匠の
工夫により、圧迫感や威圧感を軽減し、周囲との調和を図ること。 

(カ)河川、鉄道及び道路に面する壁面などは、公共性の高い部分として、デザインなどに配
慮すること。 

(キ)屋上の設備は、壁面やルーバーなどで覆い、外部から見えにくいよう配慮すること。 
(ク)屋外階段、ベランダ、パイプ類などの付帯設備や付帯の広告物などは、煩雑な印象を与

えないよう、デザインに配慮し、建築物などとの調和を図ること。 
(ケ)耐久性も考慮し、周囲の景観や地域の景観になじむ材料を用いること。 
(コ)反射光のある素材を極力使用しないよう努め、やむを得ず使用する場合は、意匠などの

工夫をすること。 
 

山
麓･

山
間
部 

(ア)森林景観に調和した形態であるとともに、全体としてまとまりある形態とすること。 
(イ)屋根の形状は、周囲の樹林や建築物などとの調和に努めること。 
(ウ)壁面などは、大規模な平滑面が生じないよう、陰影など壁面の処理に配慮すること。  
(エ)周囲の建築物などに比べて、規模が大きい場合には、屋根、壁面、開口部などの意匠の

工夫により、圧迫感や威圧感を軽減し、周囲との調和を図ること。 
(オ)河川や道路に面する壁面などは、公共性の高い部分として、デザインなどに配慮するこ

と。 
(カ)屋上の設備は、壁面やルーバーなどで覆い、外部から見えにくいよう配慮すること。 
(キ)屋外階段、ベランダ、パイプ類などの付帯設備や付帯の広告物などは、煩雑な印象を与

えないよう、デザインに配慮し、建築物などとの調和を図ること。 
(ク)耐久性も考慮し、周囲の景観や地域の景観になじむ材料を用いること。 
(ケ)反射光のある素材を極力使用しないように努め、やむを得ず使用する場合には、意匠な

どの工夫をすること。 
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(４) 建物などの配置 

 基準内容 

ま
ち
な
か 

(ア)周囲と壁面線を合わせつつ、極力道路から後退し、連続した沿道の空間を構成するよう
努めること。 

(イ)隣接地と相互に協力して、まとまった空間を生み出すよう努めること。 
(ウ)敷地内に大径木や良好な樹林、樹木や河川、水辺がある場合は、これらを活かせる配置

とすること。 
(エ)北アルプスへの眺望を極力阻害しないような配置とすること。 
(オ)電柱、鉄塔類はできるだけ目立たないよう設置すること。 
(カ)自動販売機は、壁面線より内側に設置するなど、できるだけ目立たないよう配慮するこ

と。 
(キ)ごみ集積所は、景観に配慮した場所に設置すること。 
 

田 

園 

(ア)道路からできるだけ後退するとともに、道路側に空地を確保するよう努めること。 
(イ)隣地の敷地境界からできるだけ離し、ゆとりのある空間を確保すること。 
(ウ)敷地内に大径木や良好な樹林、樹木や河川、水辺などがある場合は、これらを活かせる

配置とすること。 
(エ)北アルプスへの眺望を極力阻害しないような配置とすること。地形の高低差がある場合

は、それを活かして周囲の自然景観と調和するような配置とし、稜線や斜面上部への配置
はできるだけ避けること。 

(オ)電柱、鉄塔類はできるだけ目立たないように設置すること。 
(カ)自動販売機は、壁面線より内側に設置するなど、できるだけ目立たないよう配慮するこ

と。 
(キ)ごみ集積所は、景観に配慮した場所に設置すること。 
 

山
麓･
山
間
部 

(ア)道路側に既存林を残せるように、後退するよう努めること。 
(イ)隣接の敷地境界からできるだけ離し、ゆとりのある空間を確保すること。 
(ウ)敷地内に大径木や良好な樹林、樹木や河川、水辺などがある場合は、これらを活かせる

配置とすること。 
(エ)地形の高低差を活かして、周囲の自然景観に調和するような配置とすること。稜線や斜

面上部への配置はできるだけ避けること。 
(オ)電柱、鉄塔類はできるだけ目立たないように設置すること。 
(カ)自動販売機は、壁面線より内側に設置するなど、できるだけ目立たないよう配慮するこ

と。 
(キ)ごみ集積所は、景観に配慮した場所に設置すること。 
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(５) 敷地の緑化 
 基準内容 

ま
ち
な
か 

(ア)表通りなど、道路に面する側は、できるだけ緑化し、まち並みの統一感や緑の連続性の
創出に努めること。 

(イ)田園エリアとの境界部分は、中高木の樹木を活用し、建築物などがむき出しにならない
ように配慮すること。 

(ウ)敷地境界には樹木などを活用し、門･塀などを用いる場合は、周囲の景観と調和するよう
に配慮すること。 

(エ)建築物などの周囲を緑化することにより、圧迫感、威圧感、違和感の軽減に努めること。 
(オ)駐車場、自転車置場などを設ける場合は、周囲の緑化に努めること。 
(カ)緑化に使用する樹種は、周囲の樹林など、周囲の景観と調和するものとすること。 
(キ)河川などがある場合は、樹木を活用して、水辺の景観に配慮すること。 
(ク)敷地内の樹木は、できるだけ残すように努めること。 
 

田 

園 

(ア)集落の縁辺部や分譲地の周囲など、遠方から見える側は、中高木の樹木を活用し、眺望
景観としての調和や緑の連続性の確保に努めること。 

(イ)敷地境界には樹木などを活用し、門･塀などを用いる場合は、周囲の景観と調和するよう
に配慮すること。 

(ウ)建築物などの周囲を緑化することにより、圧迫感、威圧感、違和感の軽減に努めること。
特に、見付面積の大きな建築物は、遠方から壁面などが目立たないように緑化に努める
こと。 

(エ)駐車場、自転車置場などを設ける場合は、周囲の緑化に努めること。 
(オ)緑化に使用する樹種は、地域にふさわしい樹種を選定し、周囲の景観と調和するものと

すること。 
(カ)河川などがある場合は、樹木を活用して、水辺の景観に配慮すること。 
(キ)屋敷林や社寺林など、地域にある樹木は、できるだけ残すように努めること。 
 

山
麓･

山
間
部 

(ア)周囲が樹林に囲まれている敷地では、既存の樹林をできるだけ残し、やむを得ず伐採す
る場合には、代替する樹木を植えるなど、緑量の維持に努めること。 

(イ)敷地境界には樹木などを活用し、門･塀などを用いる場合は、周囲の景観に調和するよう
配慮すること。 

(ウ)建築物などの周囲が樹林に囲まれていない敷地では、緑化することにより、圧迫感、威
圧感、違和感の軽減に努めること。 

(エ) 駐車場、自転車置場などを設ける場合は、周囲の緑化に努めること。 
(オ)緑化に使用する樹種は、周囲の樹林と調和するものとすること。 
(カ)河川などがある場合は、樹木を活用して、水辺の景観に配慮すること。 
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(７) 屋外における物件の集積又は貯蔵（集積、貯蔵の方法及び遮へい方法） 
 基準内容 

全
市
共
通 

(ア)物件を積み上げる場合には、高さをできるだけ低くするとともに、整然と、かつ威圧感

のないように積み上げること。 

(イ)道路などから見えにくいよう遮へいし、その際、植栽や木塀の設置などにより周囲の景

観との調和に努めること。 
 

 
 

(６) 土地形質の変更、土石類の採取など 

 基準内容 

全
市
共
通 

ａ）土地の形質の変更（変更後の土地の形状、修景、緑化など） 
(ア)大規模な法面、擁壁をできるだけ生じないようにし、やむを得ない場合は、緩やかな勾

配とし、緑化に努めること。 
(イ)擁壁は、材料、表面処理の工夫、前面の緑化などにより周囲の景観との調和を図ること。 
(ウ)敷地内にある良好な樹林、樹木、河川、水辺などは極力保全し、活用するように努める

こと。 
(エ)団地開発では、電柱類はできるだけ道路側に設置しないようにするとともに、北アルプ

スへの眺望を阻害しないように努めること。 
 
ｂ）土石の採取及び鉱物の掘採（採取及び掘採の方法、採取後の緑化など） 
(ア)外部から目立ちにくいよう、採取及び掘採の位置、方法を工夫し、周囲の緑化などに努

めること。 
(イ)採取及び掘採後は自然植生と調和した緑化などにより修景すること。 
 

 
 

＜備考＞ 
土地利用条例第 12 条第 1 項に基づく地区土地利用計画が定められている区域にあって、上記（1）

から（7）までの各基準内容について定めがあるもの、又は都市計画法第 11 条第 1 項の規定により

都市計画に定めた同項各号に掲げる施設に係る開発事業であって、上記（1）から（7）までの各基

準内容に相当する事項について都市計画において定めがあるものについては、それぞれ当該定めに

よるものとする。 
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